
１．2/1（水）から２/28（火）までに
「学校開放事業使用登録申請」をオンラインで行う。
登録できるのは、帯広市内に在住・在勤又は在学する者10名以上で構成する団体です。

※先着順ではありません。既得権もありません。

・電子申請の場合は、左記QRコードもしくは、

URL（https://www.harp.lg.jp/FXF5Ntqp）から

必要事項を入力し、団体名簿を添付してください。

登録が完了すると、自動返信メールの本文中に

「学校開放使用登録調査」の入力フォームが表示されます。

※オンラインでの申請が困難な場合は、同封の申請書を郵送いただくか

スポーツ課窓口までお越しください。

郵送の場合：2/28（火）消印有効 窓口の場合：2/28（火）17：30まで

学校開放の登録から使用まで

３．上半期使用調整申請をオンラインで申込みをする。

少年団と一般団体で申込期間やＱＲコードが違います。

申込期間や申請に必要なＱＲコード等につきましては、裏面をご覧ください。

※期間中に申請がなければ、使用希望内容に沿えない場合があります。

※オンラインでの申込みが難しい場合は、スポーツ課までご連絡ください。

【注意事項】

※大空学園義務教育学校の少年団、清川小、広野小については、別途調整いたしますので、

「３.上半期使用調整申請」は必要ありません。

※その他注意事項については、同封しております案内文に記載しておりますので、そちら

も併せてごらんください。

２．（申請後から）2/2８（火）までに

「学校開放使用登録調査」へ回答する。

・オンライン回答は、左記QRコードもしくは、

URL（https://forms.gle/pANaZrWCWGDRBV4w7）

からご回答してください。

(難しい場合は、窓口での受付けも可能です。)

ご回答された内容をもとに、割付けの抽選順が決定します。

令和５年度は代表者1名のみの回答が必要です。



５．電灯券（暖房券）を購入する。（少年団は無料です）
電灯使用券 １時間１枚150円・暖房券 １回1枚350円（必要期間：12/1～3/31）

（スポーツ課、光南小、豊成小、啓西小プールの券売機にてお求めいただけます）

６．使用時に、開放員に 電灯券（暖房券）を渡す。

上半期使用調整申請期間・ＱＲコード
（上半期５月１日～10月31日使用分）

４．メールアドレスの登録をする。

４/３（月）に市ホームページへ割付け表と担当警備会社を公開します。

市ホームページＵＲＬ：http://urx.blue/UjCr ＱＲコード

各自ご確認後、４月16日（日）までに担当警備会社にメールを送る。

【メールについて】メール件名は、使用学校名にしてください。

本文必要事項：①団体名、②連絡担当者名、③連絡先電話番号、④使用日時

⑤使用時間、⑥５月の使用しない日（ない場合は”なし”と入力）

回 答
期 間

少年団 一般団体

令和５年２月１日（水）
～２月28日（火）23：59まで

令和５年３月13日（月）
～３月23日（木）23：59まで

ＵＲＬ
・
ＱＲ
コード

＜体育館＞
https://www.harp.lg.jp/gD3czi1Z

https://www.harp.lg.jp/IjXGJgU1

＜グラウンド＞
https://www.harp.lg.jp/cMwHUsut


